
税務課収納・システム管理班

令和８年１月

電子申請システムの操作方法について
（身体障害者等に対する自動車税種別割の減免について（報告））



○下記URLにアクセスします。

※検索方法
・「山口県　身障減免　電子申請」で検索。

○やまぐち電子申請サービス

「山口県」を押下します。

○手続案内

手続案内について内容を確認
の上、「電子申請をする」を押下
します。

　電子申請システムの操作方法

https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect

「令和〇年度　身体障害者等に
対する自動車税種別割の減免
について（報告）」を押下しま
す。

・県ＨＰトップ→「組織で探す」→「税務課」→「令和〇年度身体障害等に対する自動車税種
別割の減免について（報告）」→「やまぐち電子申請サービスへ進む」の順にクリック。
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https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect


○ログイン

○納税義務者情報の入力

「ログインしないで申請する」を
押下します。

「【2】住所」で「変更あり」を選択すると、「【3】住

所（変更後）」が表示されます。
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○申請情報の入力　（１）障害者の方

「【8】変更の有無」で「変更あり」を選択すると、

「【9】変更項目」が表示されます。

また、「変更あり（障害者の方が亡くなられてい

る場合）」を選択すると、「【17】障害者の死亡日」

～「【20】現在の自動車の使用者の電話番号（日

中の連絡先）」が表示され、「【21】変更の有無」

「【29】変更の有無」は非表示になります。

「【9】変更項目」でチェックを入れた項目につい

て、「【10】氏名（変更後）」～「【16】障害の等級

（変更後）」が表示されます。
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○申請情報の入力　（２）運転者の方

「【21】変更の有無」で「変更あり」を選択する

と、「【22】変更項目」が表示されます。

※運転免許証の有効期限を更新されている

場合も、必ず「変更あり」を選択してください。

「【22】変更項目」でチェックを入れた項目につい

て、「【23】運転者の氏名（変更後）」～「【28】運

転免許証の有効期限（変更後）」が表示されま

す。
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○申請情報の入力　（３）当該自動車の使用目的

「【26】障害者との関係（変更後）」で「その他」を

選択すると、「【27】その他の場合の関係」が表

示されます。

「【29】変更の有無」で「変更あり」を選択すると、

「【30】変更項目」が表示されます。

「【30】変更項目」でチェックを入れた項目につい

て、「【31】使用目的（変更後）」～「【32】入所施

設等（変更後）」が表示されます。
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○申請情報の入力　（４）その他

※申請書一時保存

メールアドレス及びパスワードを
入力し、「送信」を押下します。
入力したメールアドレスに「【電
子申請】一時保存のお知らせ」
が送信されます。
※送信には約１分かかります。

入力を再開するには、上記メー
ルに記載されたURLにアクセス
し、同じく上記メールに記載され
た保存番号と上記パスワードを
入力します。

入力が完了したら、「次へ」を押下します。
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○送信内容確認

○送信完了

〇【電子申請】申請受付のお知らせ

以上で申請受付完了となります。

「送信」を押下します。

申請が完了となります。
【34】メールアドレスで入力した
メールアドレスに「【電子申請】
申請受付のお知らせ」が送信さ
れます。
※送信には約１分かかります。
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※申請書表示、申請控え保存

入力した内容をＰＤＦで取得できます。

《例１》 《例２》
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